
 

 

 
 
 

     令和８年６月５日 

                          

報道機関 各位 

 

＜タイトル＞ 

 海水浴場の開設について 

 

＜リード文（またはサブタイトル）＞ 

この夏、鴨川市では、市内５カ所（江見・太海・前原・城崎・内浦）で海水浴場を開設します。 

 

＜本文＞ 

 鴨川市では、今夏、市内５カ所の海岸で海水浴場を開設します。 

 開設期間については、近年、ライフセーバーの主力となる大学生に関して、授業カリキュラムの変

化等により、７月下旬まで授業期間となる大学が多く、７月中の人員確保が非常に困難な状況となっ

ています。 

 このため、昨年に引き続き、人員確保が困難な期間については、鴨川地区１箇所、天津小湊地区１

箇所に限定して開設し、十分な人員が揃う日から全海水浴場を開設することといたしました。 

 今後は、関係機関と連携しながら、安心・安全な海水浴場の開設に向けた準備を進めて参ります。 

 

１ 開設期間（予定）     

① 令和８年７月 19日（日）～８月 23日（日）36日間 

鴨川地区：前原海水浴場   

天津小湊地区：城崎海水浴場 

② 令和８年７月 25日（土）～８月 23日（日）30日間 

鴨川地区：江見海水浴場、太海海水浴場   

天津小湊地区：内浦海水浴場 

 

２ 開設時間（予定）  

午前９時から午後４時まで 
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